
防災気象情報の変更に伴い、警報の基準内容を以下のように変更します。 

これまでの洪水警報がなくなり、河川氾濫と土砂災害警報になります。 

河川氾濫は一級河川でなければ警報が出ないということで、土砂災害警報と差し替えます。 

緊急時の扱いについて (生徒手帳記載変更) 

１．暴風警報、大雨警報（レベル３以上）、土砂災害警報（レベル３以上）が出た場合 

⑴ 午前７時現在 暴風警報、大雨警報（レベル３以上）、土砂災害警報（レベル３以上）の何れ

かが、洲本市に出されている場合は、自宅待機とする。 

①午前９時までに警報が解除された場合は、午前11時より授業を開始する。 

（45分授業で３限以降を実施する） 

②午前11時までに警報が解除された場合は、午後１時30分より授業を開始する。 

（45分授業で５限以降を実施する） 

③午前11時現在 警報が解除されない場合は休校とする。 

⑵ 午前７時を過ぎて、上記の警報（レベル３以上）が出された場合は協議のうえ、決定する。 

⑶ 午前７時現在 兵庫県洲本市に上記の警報が出されず、かつ南あわじ市、淡路市、神戸市、 

芦屋市のいずれかに警報が出されている場合は、当該地区の生徒および当該地区を通学経路と

する生徒を公欠として扱う。授業は９時30分より開始する。（40分授業で行う） 

（当該地区の生徒および当該地区を通学経路とする生徒は登校してもよいが、安全を第一に考え

て行動すること） （令和８年 ６月１日から適用する） 

 

２．地震が発生した場合 

⑴ 震度５弱以上の地震が洲本市、淡路市、南あわじ市のいずれかに発生した場合は、学校から連 

があるまで自宅または避難場所に待機する。 

震度５弱以上の地震が神戸市、芦屋市のいずれかに発生した場合、当該地区の生徒は学校から

連絡があるまで自宅または避難場所に待機する。また、震度５弱未満の場合でも安全に登校で

きない場合は自宅または避難場所に待機する。 

⑵ 津波特別警報が洲本市、淡路市、南あわじ市のいずれかに発令された場合は、安全な場所に避

難・待機する。また、津波注意報発令の場合でも安全に登校できない場合は、安全な場所に避

難・待機する。（平成27年４月８日から適用する） 

 

定期考査期間中に警報が発令された場合の措置 

⑴ 午前７時現在で、洲本市、淡路市、南あわじ市のいずれかに上記の警報（レベル３以上）が出

されているときは、自宅待機する。 

午前９時までに警報が解除されたときは、午前11時より定期考査を実施する。 

１校時 11：00～11：50 

２校時 12：05～12：55 

３校時 13：40～14：30 

⑵ 警報発令により休校となった場合は、考査最終日の次の日に休校となった考査を実施する。 

なお考査終了後は平常授業を行う。（平成26年１月10日から適用する） 

３．その他緊急の場合は協議のうえ、決定する。 

  


